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人にも物にも 

慈愛の心をもって接していきたい｡ 

そして自分自身にも      

    

    書道家 武田 双雲   

８ 
２０２１ 

協力金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください 

対象施設  

飲食店･喫茶店等(宅配･テイクアウトサービスは 

除く)､遊興施設(接待を伴う飲食店等)で､食品衛生法

の飲食店営業許可等を受けている京都市以外の店舗｡ 

(城陽市を含む)  

支給額  

【中小企業者】2.5～7.5万円/日(売上高による) 

【大企業】以下①②の低い金額(上限額20万円/日) 

①令和2年又は令和元年の対象月の1日当たりの売上高

減少額×0.4/日 ②令和2年又は令和元年の対象月の1

日当たりの売上高×0.3/日 

申請期間  

・6/21(月)～7/11(日) 実施分：9/3(金)まで 

・7/12(月)～7/25(日) 実施分： 未 定 

・7/26(月)～8/1(日)  実施分： 未 定 

申請方法 WEB申請、郵送による申請 

 ◎協力金に関するお問い合わせ先 ※月～土 9:30～17:30  

 ◇協力金コールセンター(飲食店等)  TEL:075-365-7780  

 ◇大規模施設等協力金コールセンター TEL:075-252-1330  

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

新型コロナウイルス感染症関連 府協力金 

 城陽日和と合同発行のクーポンブックに､貴社の広告 

(カラー･1/2ページ約Ａ５サイズ)を､１社２万円で掲載する

ことが出来ます｡事業所のＰＲに利用してみませんか。 

※スペースに限りがあるため､先着順とさせていただきます｡ 

消費者の日頃のご愛顧にお応え

するため､今年も大売出し事業

“城陽市大謝恩フェア”を実施

します｡総額500万円分の商品券

が当たる抽選券に加え､参加店で

ご利用頂ける｢クーポンブック｣

を製作します｡１口目の参加料は

今年も無料！お店のＰＲ･売出し

情報掲載にぜひ活用ください｡  

     

    【詳細:折込チラシ】 

１０月１５日(金) 

    ～２４日(日) 

売り出し期間 

１口目参加料無料! 

■ 対 象 

当所会員及び 

城陽市小売商業連合会会員 
 

■ 参加料 １口目無料！ 

(※２口目以降は１口6,000円) 
 

■ 内容 

《クーポンブック》 

・城陽日和と合同発行 

・市内全戸配布 約33,500部 

《抽選券》 

・期間中500円以上お買い上げ

のお客様に配布いただきます｡ 
 

■ 申込方法 

折込チラシをご確認ください 
 

■ 申込締切 8月31日(火) 

大謝恩フェア 参加店募集！ 

＼ 今年も！／ 
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新型コロナウイルス感染症関連 国支援金／府支援金 

■ 京都府酒類販売事業者支援金 

対象者 
前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した､府内に本社･本店がある酒類販売事業者等

(酒類製造業者を含む｡)   

支給額 

支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月)ごとに､次の金額を上限に売上減少額から､国

の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給｡ 

※ただし､令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が､令和元年又は令和2年の同月比

で50％以上減少している場合に限る｡ 

申請締切 
 [支給対象月が令和3年4月、5月、6月分] 令和3年9月30日(木)まで 

 [支給対象月が令和3年7月分]      令和3年8月6日(金)～11月1日(月)まで 

申請方法 WEB申請、郵送による申請 

お問合せ 
飲食店酒類提供支援事務局 ℡075-284-0143 

（月～土 9:00～17:00 ※日･祝日を除く） 

対象者 

以下の全てを満たす者 ①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業

時短営業又は外出自粛等の影響を受けている ②緊急事態宣言又はまん延防止等重点措

置が実施された月のうち､措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と

比べて50％以上減少している ※業種/地域を問わない 

支給額 
2019年または2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上 

（上限金額：中小法人等:20万円/月、個人事業者等:10万円/月） 

申請締切 

 [4･5月分] 令和3年8月15日(日)まで（事前確認：8月10日(火)まで） 

 [6月分]  令和3年8月31日(火)まで（事前確認：8月26日(木)まで） 

 [7月分]  令和3年8月1日(日)～9月30日(木)まで（事前確認：9月27日(月)まで） 

 [8月分]  令和3年9月1日(水)～10月31日(日)まで（事前確認：10月26日(火)まで） 

申請方法 
ＷＥＢ申請 ※一時支援金又は月次支援金を受給された方は､２回目以降の申請手続き

を一部省略出来ます(事前確認･書類の添付等)｡＜STEP5＞から申請を始めてください｡ 

お問合せ 
月次支援金事務局 ℡0120-211-240 

（土･日･祝日を含む全日 8:30～19:00) 

｢月次支援金｣ に上乗せして支給される支援金です！ 

 飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を更に進め、

京都府民および事業者の皆さまにとってより安心・安全な環境を整備する

ため京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店を

認証する「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」が実施され

ます。基準を満たした認証店にはステッカーが交付されるほか、店舗情報

がホームページに掲載されるなど、お店選びやお店のＰＲにお役立ていた

だけます。（ホームページへの掲載は希望した場合のみ）  

■京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度 のご案内 

                    ⇒詳細は、京都府ホームページにて！    

https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html 
▲認証ステッカー 
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新型コロナウイルス感染症関連 府補助金・協力金 

会議所だより（本誌）広告主を募集中！ぜひご相談ください (℡0774-52-6866) 

事業概要   

(1)CO2濃度モニタリング協力店登録事業(協力店登録) 

感染リスク要因の一つである｢換気の悪い密閉空間｣とならないよう､施設(店舗)内の 

CO2濃度を測定し､適切に換気等の措置を行い､CO2センサーによる継続的な測定･ 

データ提供(CO2濃度モニタリング事業)に協力いただける飲食店等を公募し､申請の 

あった飲食店等を｢CO2濃度モニタリング協力店｣として登録･ホームページに掲載する 

とともに､店舗貼付用のステッカーを交付する｡ 

(2)CO2濃度モニタリング事業 (※(1)への登録は必須) 

上記(1)の登録店舗に対し ①CO2センサーや換気機器､飛沫防止装置等の整備に係る費用

を補助する ②CO2濃度モニタリング事業への協力金を交付する｡  

対象者 飲食店／商店街やショッピングモール内のテナント等､不特定多数の者が来店する店舗 

補助額 

協力金額 

(2)CO2濃度モニタリング事業 

①機器整備補助金 [上限]Aコース:20万円 Bコース:30万円(※両コース､補助率は3/4以内) 

②CO2濃度データ提供協力金 Aコース:3万円 Bコース:5万円 

(1)CO2濃度モニタリング協力店登録事業(協力店登録) 

令和3年8月31日(火)まで 

申請期間   
(2)CO2濃度モニタリング事業 

①機器整備補助金 令和3年8月31日(火)まで 

②CO2濃度データ提供協力金 

【飲食店等】令和3年10月1日(金)～令和4年1月31日(月)まで 

【商店街･ショッピングモール等】令和3年11月1日(月)～令和4年1月31日(月)まで 

申請方法 WEB申請、郵送による申請 

お問合せ 
｢京の飲食｣安全対策向上事業事務局 ℡075-256-8143 

（月～土 9:00～17:00 ※日･祝日を除く） 

■ ｢京の飲食」安全対策向上事業 

     こしの  よしこ 

 スタッフ 越野 美子 

お客様へのメッセージ 

 健康経営の取り組み

はSDGs「すべての人に

健康と福祉を」とリン

ク。さあ始めましょう! 

        はせがわ  えみ 

 スタッフ 長谷川 江美 

お客様へのメッセージ 

 時代とともに変化する

医療保険。最適な保障を

お届けします。よろしく

お願いいたします。  

会員事業所様へ！企業の経営安定の一助として各種

共済制度を実施しています。是非ご検討ください。 

 

【詳細：折込チラシ】 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

■ 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

対象事業 

策定した｢経営計画｣に基づき､商工会議所の支援を受けながら実施する､ 

地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組｡あるいは､販路開拓等の取組とあわせて

行う業務効率化(生産性向上)のための取組｡  

対象経費 
①機械装置等費②広報費③展示会等出展費④旅費⑤開発費⑥資料購入費⑦雑役務費 

⑧借料⑨専門家謝金⑩専門家旅費⑪設備処分費⑫委託費⑬外注費   

補助率 2/3以内(上限額50万円) 申請締切 【第6回】令和3年10月1日(金)まで 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金＜一般型＞補助金事務局 

℡03-6747-4602（月～金 9:30～12:00、13:00～17:30 ※土･日･祝日を除く） 

対象事業 

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス､生産性プロセスの導入 

等に取り組み､感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資す

る前向きな投資を行う事業｡ 

対象経費 

①機械装置等費②広報費③展示会等出展費(オンライン等にて行われる展示会等に限る)

④開発費⑤資料購入費⑥雑役務費⑦借料⑧専門家謝金⑨設備処分費⑩委託費⑪外注費 

⑫感染防止対策費  

補助率 3/4以内(上限額100万円) 申請締切 【第3回】令和3年9月8日(水)まで 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞コールセンター 

℡03-6731-9325（月～金 9:00～18:00 ※土･日･祝日を除く） 

■ 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞ 

■ 事業承継・引継ぎ補助金 

類型 

対象者 

【経営革新】(創業支援型/経営者交代型/Ⅿ＆Ａ型) 

事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に

挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)  

【専門家活用】(買い手支援型/売り手支援型) 

M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模

事業者(個人事業主を含む。)  

補助率 
【経営革新】2/3 上限金額：400～800万円(上乗せ額：200万円) 

【専門家活用】2/3 上限金額：400万円(上乗せ額：200万円)  

申請締切 二次公募：令和3年8月13日(金)まで 

申請方法 jGrants(電子申請システム)での申請 ※GビズIDプライムアカウントの取得が必要 

お問合せ 

事業承継・引継ぎ補助金事務局 

【経営革新】℡03-6625-8046 【専門家活用】℡03-6625-8045 

（月～金 10:00～12:00、13:00～17:00 ※土･日･祝日を除く） 
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新型コロナウイルス感染症関連 国助成金・補助金／市補助金 

対象者 
新分野展開や業態転換､事業･業種転換等の取組､事業再編又はこれらの取組を通じた 

規模の拡大等を目指す企業･団体等  

要件 

①申請前の直近6か月間のうち､任意の3か月の合計売上高が､コロナ以前(2019年又は

2020年1～3月)の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少している②事業再構築指

針に沿った新分野展開､業態転換､事業･業種転換等を行う③事業再構築に係る事業計画

を認定経営革新等支援機関と策定する④補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均

3.0%(グローバルV字回復枠は5.0％)以上増加､又は従業員一人当たり付加価値額の年率

平均3.0%(同上5.0％)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する｡ 

類型 

補助率 

【通常枠】中小企業2/3以内(補助額100万円～6,000万円)､中堅企業1/2以内(補助額100

万円～8,000万円) 【卒業枠】中小企業2/3以内(補助額6,000万円超～1億円) 

【グローバルV字回復枠】中堅企業1/2以内(補助額8,000万円超～1億円) 

【緊急事態宣言特別枠】中小企業3/4以内､中堅企業2/3以内(補助額はともに100万円～

1,500万円 ※従業員数により異なる) 

申請方法 jGrants(電子申請システム)での申請 ※GビズIDプライムアカウントの取得が必要 

次回締切 未定 ※近日中に《第３回》の申請期間が公開される予定です 

お問合せ 
事業再構築補助金コールセンター 

℡0570-012-088（月～土 9:00～18:00 ※日･祝日を除く） 

■ 事業再構築補助金（複数回実施） 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の期間が、９月３０日まで延長されます。 

判定基礎期間の初日 ～４月末 ５月～９月 

中
小
企
業 

原則的な措置【全国】 4/5（10/10） 15,000円 4/5（9/10）  13,500円 

業況特例(※1)【全国】 - 4/5（10/10） 15,000円 

地域に係る 

特例(※2) 

緊急事態宣言 
- 

4/5（10/10） 15,000円 

まん延防止等重点措置 4/5（10/10） 15,000円 

大
企
業  

原則的な措置【全国】 2/3（3/4）  15,000円 2/3（3/4）  13,500円 

業況特例(※1)【全国】 4/5（10/10） 15,000円 4/5（10/10） 15,000円 

地域に係る 

特例(※2)  

緊急事態宣言 
4/5（10/10） 15,000円   

4/5（10/10） 15,000円 

まん延防止等重点措置 4/5（10/10） 15,000円 

■ 雇用調整助成金（令和３年５月から９月までの特例措置について） 

新型コロナウイルス感染症対策WEBセミナーを配信中！ぜひご覧ください https://joyocci.or.jp/jinzai/
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 ○ 金額は１人１日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合。 

 ○ 雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については「緊急雇用安定助成金」として支給。助成内容 

   や申請方法は、雇用調整助成金と同様。 

（※1）業況特例（特に業況が厳しい全国の事業主） 

（※2）地域に係る特例（営業時間の短縮等に協力する事業主） 

 ◎お問い合わせ先 ※9:00～21:00 土日・祝日含む  

   雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター TEL:0120-60-3999 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 
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 今年の5月19日に｢銀行法の業務範囲規制のさ

らなる緩和｣に関する法律が国会を通過した｡同

規制緩和では､1)フィンテック(先端的な金融テク

ノロジー)､地域商社､自己開発したアプリ(=応用

ソフト)･IT(情報技術)システム販売等業務(=既存

の銀行業高度化等会社の｢一定の高度化等業務｣)

の認可基準緩和､2)見守りサービス､データ分析･

マーケティング･広告､登録型人材派遣､コンサル

ティング･ビジネスマッチングなどの収入依存規

制のある銀行･銀行グループのバックオフィス業

務(顧客に接する業務以外の業務)に当たる従属業

務の規制緩和､3)投資専門会社の業務範囲の拡充､

地域経済の支援強化のための出資範囲の拡充な

どの出資規制の緩和などが列挙されている｡これ

を受けて地域ビジネスへの本格的な参入を打ち

出している地域銀行(地銀)が増えている｡例えば､

地元の中小企業のIT活用支援サービスを提供す

るビジネスが挙げられる｡地方によって差はある

ものの､地方の中小企業では､表計算機能､ワープ

ロ機能などを備えた一般的なパソコンのソフト

の活用は進んでいるが､情報共有あるいはコミュ

ニケーションなどの業務効率化ツールの普及率

は高くないのが現状である｡このためIT企業と連

携しながら､業務効率化に有効なITツールの実装

が遅れている地元の中小企業のDX(デジタルトラ

ンスフォーメーション＝IT化によってビジネス

モデルを強化すること)を進めるサービスを提供

する地銀も出てきている｡このサービスによって

多くの中小企業にDXが浸透すれば､将来的には

地域全体の産業基盤の強化につながることが考

えられる｡ 

 他方､投資専門子会社を設立する地銀も増えて

きており､現状よりも投資事業を強化する戦略を

打ち出している｡この戦略への取り組みが進め

ば､域内の地方創生を担う地域企業の発掘､育成､

成長を地銀が本格的に主導することが可能とな

ろう｡地銀が地元の企業あるいは域外の企業との

連携によって､地域商社､コンサルティング会社

など､本業以外の業種に参入し､成長していけば､

成長の果実を､地方創生とともに､自行が出資す

る企業のキャピタルゲイン(=企業価値向上によ

る利益)､配当という投資リターンで得ることも可

能となる｡地域でのハンズオン(=直接的に経営に

関与する経営改革の手法)の投資会社として､戦略

的な投資をしていく戦略である｡このハンズオン

が､現在､地銀が取り組んでいる融資先の事業性

評価の強化につながり､今以上の域内の中小企業

の生産性向上を促す可能性がある｡地域商社業務

を中核事業にすれば､域内のさまざまな業種の企

業との連携が可能となり､新たなビジネスの発想

につながり､テクノロジーを活用すればイノベー

ションにつながる確率も高くなる｡これまでのよ

うに地銀が資金を域内で循環させることに加え

て､域内の人材､商材､情報､イノベーションを効

果的に循環させる役割を担うことが､地域経済を

活性化するために必要となってこよう｡ 

 今回の業務範囲規制の緩和によって地銀はこ

れまで以上に地域ビジネスへの参入を本格化さ

せ､稼ぐ力に構造的な“衰え”が見える銀行業から

の脱却(=“脱銀行”)が可能となった｡“脱銀行”とは

いえ､地銀の収益の大半を占める銀行ビジネスそ

のものの改革も必須である｡その過程において各

地銀独自のビジネスモデルの“強み”を見極めて､

それを軸として地域ビジネスに参入することが

重要であろう｡この軸を組織的に共有し､意識改

革を含めて“脱銀行”を進めることが､地域ビジネ

スの成功の鍵となろう｡中途半端な組織改革のま

までは､上記の業務規制緩和の主な立法目的であ

る地方創生を担う“要”としての､総合金融サービ

ス業､総合サービス業としての地域経済･社会で

のレゾンデートル(存在意義)の確立はおぼつかな

いであろう｡地銀の“脱銀行”の改革が頓挫するこ

とは､地方創生への貢献も中途半端になることを

意味しているのではないか｡ 

 

内野 逸勢(うちの はやなり) 

 1990年慶応義塾大学法学部卒業｡大和総研入社｡

企業調査部､経営コンサルティング部､大蔵省財 

政金融研究所(1998～2000年)出向などを経て現

職(金融調査部 主席研究員)｡専門は金融･資本市

場､金融機関経営､地域経済､グローバルガバナン

スなど｡主な著書･論文に『地銀の次世代ビジネ

スモデル』2020年5月､共著(主著)､『FinTechと

金融の未来～10年後に価値のある金融ビジネス

とは何か？～』2018年4月､共著(主著)､『JAL再

生 高収益企業への転換』日本経済新聞出版､

2013年1月､共著｡IAASB CAG(国際監査･保証基準

審議会 諮問･助言グループ)委員(2005～2014

年)｡日本証券経済研究所｢証券業界とフィンテッ

クに関する研究会｣(2017年)  
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最新のお役立ち情報は、当所ホームページでもご確認ください https://joyocci.or.jp/ 
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 先日､奈良県にある全国で2番目に小さなまち

である三宅町を取材で訪ねました｡人口は約6700

人で面積は4.07㎢ですから､とても小さな自治体

です｡36歳と若い森田浩司町長に話をうかがう中

で｢フェムテック(Fem-Tech)｣に注目していると

いう言葉が出てきて少し驚きました｡ 

 フェムテックは女性を表すフィメール

(female)とテクノロジー(Technology)を合わせ

た造語で､生理や妊娠･出産など性に由来する女

性特有の困り事や課題を､テクノロジーで解決す

ることを意味しています｡これまで､あまり大っ

ぴらに語られることは少なく､参入する関連産業

も限られていました｡最近､国内外を問わず大手

アパレル企業が参入するなど､今後の成長市場と

して注目されています｡ 

 三宅町は森田町長が就任してから､保育園での

オムツの無料支給など､育児や出産をサポートす

る政策を導入しました｡1歳児を持つ町長自身も､

短時間勤務や時間単位での育児休暇制度を活用

しながら町政運営に取り組んでいます｡小さなま

ちなので､住民への公共サービスを全て自前で予

算を使ってハイレベルに保つのは難しく､さまざ

まな外部企業と連携して子育て支援や高齢者の

健康管理のサポートなどに先進的なサービスを

導入しています｡企業が開発している新しいサー

ビスの実験場として三宅町を使ってもらうこと

で､まちとしては低いコストで先進的なサービス

をいち早く導入できます｡連携する企業として

も､住民に実際に導入したサービスに関するデー

タを蓄積することで､将来は事業を大きく広げる

ことができます｡ 

 こうした先進的なアプローチを町政に取り入

れている森田町長がフェムテックに注目したの

は､女性職員の体調などに配慮することで､町役

場の仕事の内容や､管理･運用システムのパ

フォーマンスやモチベーションを高めることが

でき､行政サービスの全体の質が上げられるから

だといいます｡また､住民に対してはもちろん､周

辺地域から三宅町へ移住を考えている人たちに

対して､まちのブランドイメージを向上させる狙

いもあります｡行政が女性の暮らしぶりや困り事

に鈍感では､特に若い女性がまちに住み続けては

くれないと考えるからです｡人口減少が続く地方

の自治体では､若い女性に地域に対して愛着を

持ってもらえるかどうかが､活気あるまちづくり

の重要な要素です｡これは三宅町に限らず､いろ

いろな地域を取材してそう感じます｡ 

 実は女性の心身の困り事に対するサービスや

商品は､今後､地方発のヒット商品が期待される

分野でもあります｡フェムテックがカバーすべき

領域は思いの外広く､衣食住全般にわたります｡

例えば､自然に恵まれた環境を生かしたサービス

や､天然由来の素材を使った商品づくりなどは､

大量生産を強みとする大企業よりも､むしろ地方

の中小企業にチャンスがあると考えています｡ 

 

渡辺 和博(わたなべ かずひろ) 

 日経BP総合研究所 上席研究員｡1986年筑波大学

大学院理工学研究科修士課程修了｡同年日本経済

新聞社入社｡IT分野､経営分野､コンシューマ分野

の専門誌編集部を経て現職｡全国の自治体･商工

会議所等で地域活性化や名産品開発のコンサル

ティング､講演を実施｡消費者起点をテーマに

ヒット商品育成を支援する｡著書に『地方発ヒッ

トを生む 逆算発想のものづくり』(日経BP社)  

新入会員募集!! 
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あなたの経営をサポートします！お気軽にご相談ください (℡0774-52-6866) 

ふぐ処理師試験のご案内 

試験日 
【学科試験･鑑別試験】令和3年10月24日(日) 

【実技試験】令和3年10月31日(日) 

願書配布 令和3年8月2日(月)～令和3年9月10日(金) 

願書受付 令和3年9月6日(月)～令和3年9月10日(金) 

合格発表日 令和3年11月25日(木)  

お問合せ先 
山城北保健所衛生課 ℡0774-21-2912 

〒611-0021 宇治市宇治若森7-6  

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 京都サンガF.C.観戦チケット

を､各試合2名様に2枚ずつプレ

ゼントいたします｡当所会員事

業所の事業者･家族･従業員等の

皆様が応募対象です。 

◇｢事業所名｣｢氏名｣｢電話番号｣

とご希望の｢試合日｣を電話(52-

6866)または、FAX(52-6769)に

てご連絡ください｡ 

      【担当:振興課】 

 ① 8月28日（土）18時30分～ 

VS 東京ヴェルディ 

☆申込締切 8月19日（木） 

 

 ② 9月11日（土）18時30分～ 

VS ＦＣ琉球 

☆申込締切 9月2日（木） 

 

文パルチケット情報 

日時 9月4日(土) 

 ①12:15 ②15:30 

会場 プラムホール 

料金 3,000円 

       ↓ 

   2,700円 

ミュ-ジカル 

日時 8月20日(金) 

 ①10:30 ②14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

      ↓ 

   810円 

シネマ 心の傷を癒すということ 

日時 9月5日(日) 

   14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 2,000円 

       ↓ 

   1,800円 

コンサ-ト 
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■ 推薦できる方 ※自薦はできません 
 ①技能者が所属する産業団体の長 

 ②技能者を雇用する人が所属する産業団体の長 

 ③技能者を雇用する人 

 ④技能者と同一の職にある人 

 ⑤市長が特に認める人 

■ 表彰対象 

（１）技能功労者 

 技能者として特に功労があったと認められ､ 

 令和3年11月1日現在において次の要件を全て 

 満たす者 

 ①城陽市内に5年以上居住する満60歳以上の者 

 ②城陽市内で5年以上同一の職業に従事し､その 

  職において30年以上の実務経験を有する者 

 ③極めて優秀な技能を有し､他の技能者の模範 

  と認められる者 

 ④引き続きその職業に従事し､当該職業の指導 

  的立場にある者 

（２）優秀技能者 

 技能者として優秀と認められ､令和3年11月1日 

 現在において次の要件を全て満たす者 

 ①城陽市内に5年以上居住する満30歳以上の者 

 ②城陽市内で5年以上同一の職業に従事し､その 

  職において10年以上の実務経験を有する者 

 ③一級技能士若しくは単一等級技能士又はこれ 

  と同等以上の技能を有する者 

 ④引き続きその職業に従事する者 

■ 表彰対象職種 
 ①建築､土木､電気工事など 

 ②各種製品の製造､加工､修理など 

 ③理容､美容､マッサージなど 

 ④生産工程職､機械運転職､情報処理技術･通信 

  技術職など 

■ 選考方法 

 推薦があった表彰候補者の中より､選考委員会  

 の審議を経て決定します 

■ 申込方法 

 所定の推薦書を､令和3年8月31日(火)までに 

 城陽市商工観光課にご提出ください（推薦書は 

 城陽商工会議所、もしくは城陽市商工観光課に 

 てお渡しいたします） 

■ 問い合わせ先 

 城陽市 まちづくり活性部 商工観光課 

 電話：0774-56-4018 

城陽市技能功労者・優秀技能者を募集します！ 
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■ 応募要件（以下のいずれにも該当すること) 

 ①京都府山城地域（※）に本社または採用決定 

 に係る権限等を有する事業所がある企業 

 ※宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川 

  市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町 

  和束町、精華町、南山城村 

 ②自社ホームページ等にて、企業概要や業務内 

 容を動画で公開されている企業（自社 YouTube  

 チャンネルを含む。）  

 

■ 公開時期 

 7月26日(月)までの受付分は、8月上旬公開予定 

 ※26日以降も受付し、随時公開する予定です。 

 

■ 応募方法 

 ＨＰより応募様式をダウンロードし、必要事項 

 を記入の上、メールにてご応募ください。 

  メール：y-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp  

  件 名：山城地域企業紹介動画の応募 

 

 

 

■ 問い合わせ先 

 京都府山城広域振興局 農林商工部 

 農商工連携･推進課 商工労働観光係 

 ＴＥＬ：0774-21-2103 ＦＡＸ：0774-22-8865 

 ＨＰ：http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/ 

  no-shoko/kigyousyoukaidougabosyuu.html 

山城地域の『企業紹介動画』を募集します！  

 京都府では､山城地域に事業所等がある中小企業がホームページ上で公開している｢自社紹介動画｣

を募集されています｡山城広域振興局のホームページに動画のリンク集を作り､山城地域に集積する

様々な企業の魅力をＰＲするとともに､若者等に企業情報を周知することで､人材確保等に繋げます｡ 

詳細は、城陽市のＨＰにて！ 

▼技能功労者 

https://www.city.joyo.kyoto.jp/
joint/0000002275.html 

https://www.city.joyo.kyoto.jp/
joint/0000006369.html 

優秀技能者▲ 

ダウンロードはこちらから！ 

商品・サービスのＰＲには｢チラシ同封サービス｣をご利用ください！ 
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活動報告 

城陽商工物産協会  

8月11日（水）13:30～16:00 

8月12日（木）13:30～16:00 

8月19日（木）13:30～16:00 

8月20日（金）13:30～16:00 

小規模事業者の資金調達を応援します。 

～マル経融資のご案内～ 

■ 利用の対象 

詳しくは当所経営支援員までご相談ください。 

■ 融 資

限度額／２,０００万円 

■金 利／年1.21％(令和3年7月1日現在) 

■返済期間／運転7年以内・設備10年以内 

 通常総会を書面にて開催｡ 

議案は原案どおり可決し､越田

育生会長が再任されました｡ま

た､7月3日･4日の2日間にわたり

太陽が丘にて｢京都大作戦2021｣

が開催され､来場者に特産品の

販売PRを行いました｡ 

チラシ同封サービスを 

ご利用ください！ 
 本誌は会員事業所に向け発行

している､有効的な宣伝ツールで

す｡チラシ同封サービスを利用

し､貴社の商品･サービスをＰＲ

しませんか？ 

 ■サイズ A4チラシ(持込) 

 ■枚 数 1,350枚    

 ■折込料 通常 13,500円 

          6,750円  半額ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

 

 

 7月8日(木)奥田敏晴城陽市長

へ表敬訪問し、小中学生へ向け

た絵本「おかねってなぁに？」

35冊を寄贈しました。 

 この絵本は、東京商法会議所

(現･東京商工会議所)の初代会

頭である渋沢栄一翁が、2024年

発行の新1万円札の肖像に選ば

れたことにちなみ、子供たちに

お金の大切さを学んでもらおう

と全国のYEGメンバーから協賛

金を募り日本YEGが企画･制作し

たものです。(1万6500冊制作) 

 絵本は、市内の小･中学校や

文パルの市立図書館、コミセン

図書館に広く配布されます。 

 7月11日(日)Zoomにて、リー

ダーとしての資質向上を目的と

した研修事業｢コーチングを学

ぶ～共に未来を築くニューリー

ダーになろう～｣を開催。 

 コーチングとは、対話を通じ

て相手に必要な知識やスキルを

身につけさせ、目標達成に向け

共に行動を支援するコミュニ

ケーションスキルの1つです。 

 基本知識や必要なスキルにつ

いて学んだ後、｢コーチ｣･｢クラ

イアント｣･｢オブザーバー｣3人1

組に分かれ、コーチングを実

践。相手(従業員等)に自発的な

行動を促す手法を学びました。 

 

▲Zoomで開催する研修事業 

▲絵本を手にとる奥田市長(左)と河本会長(右) 

経営・税務・労務・法律に関するお困りごとは、当所までご相談ください。 



令和3年8月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第436号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 「j-prosper（繁栄）」で事業所の紹介をしませんか？ 掲載無料。１社１回のみ。 
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(繁栄) 

森秀吉農園 

 会員データ [代表] 森 潤 [住所] 城陽市枇杷庄大堀77 [Tel] 0774-56-3453 

            [イチジクの販売] 8月上旬～10月下旬頃／9時～16時(前日までに電話での予約制) 

 曾祖父にあたる森秀吉(ひできち)がいちじく

栽培を始めたことからその名を屋号に刻み､ 

農園の4代目としていちじくを栽培している 

森秀吉農園です｡曾祖父の代から受け継がれる 

ノウハウを大切に守りながらも､新たな栽培技術

を毎年取り入れることで､高品質ないちじく作り

に取り組んでいます｡その中でも一番のこだわり

は｢白色マルチ｣を敷くこと｡手間暇はかかります

が､直接日光が当たらない部分にも反射光を当て 

ることで､色つやが良く､甘くて味の濃いいちじ

くに育ちます｡ 

 また､輸送方法を工夫したり､出荷のプロセス

を見直したり､地域のイベントに出店するなど､ 

採れたてのおいしさをお届けするために試行錯

誤を重ね工夫を凝らしています｡城陽市の特産品

であるいちじくを守りたい､いちじくの魅力を多

くの人に伝えることで地域に貢献したい｡そんな

想いでいちじくを作っています｡ぜひ､今しか味

わえない旬のいちじくをお楽しみください！ 

木村農園 

 会員データ [代表] 木村正樹 [住所] 城陽市枇杷庄大三戸34-1 [Tel] 0774-52-0416 

            [イチジクの販売] 8月上旬～10月中旬頃／午前中のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いちじくの一大産地･城陽市で､江戸時代より

続く農家の5代目として､いちじくを栽培してい

ます､木村農園です｡40歳を前に家業を継ぐこと

を決意し､現在では1,600本のいちじくを栽培し

ています｡城陽の生産者達が磨きをかけてきた栽

培技術をさらに高めて､｢城陽のいちじく｣の名を

全国に広めていきたいと頑張っています。  

 また､いちじくの栽培のみならず､６次産業化

にも積極的に取り組んでいます｡試作と失敗を繰

り返しながら完成させた｢円熟咖喱｣は､朝採りの

完熟いちじくを贅沢に丸ごと使用しており､いち

じくのおいしさを存分に活かした､いちじくのた

めのカレーです｡自分たちが栽培した農産物を加

工して消費者に届けるという新たな取組が､多く

の生産者の希望となり､地域振興･市の６次産業

化の推進に繋がるよう､これからも取り組みを発

展させていきたいと考えています｡ 

▲「白色マルチ」で、たくさんの日光を浴びるいちじく。 

▲完熟イチジク 

  まるごとゴロっとスパイシー 

           円熟咖喱 



 ( ) 令和3年8月1日発行（毎月1日発行)    会 議 所 だ よ り （平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 第436号 

 

新事業の立案方法と経営革新 
 ～先行き不透明な時代を乗り切るために、 
    リスクを極力回避した新規事業の立ち上げを目指す～ 
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産業会館 貸会議室の利用について 

 新型コロナウイルスワクチン接種会場との 

兼ね合いにより､【令和4年1月23日(日)までの

期間の土・日・祝日】については､貸会議室の

ご利用を停止とさせていただきます｡ご利用の

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが､ 

ご理解・ご協力をお願いいたします｡ 

経営革新計画セミナー 城陽市企業説明会 参加企業募集 

～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 

京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

多くの幸運アイテムをご用意しております 

城陽市プレミアム付商品券2021 利用開始 

  

  
 

 8月1日(日)より､城陽市プレミアム付商品券

の利用が開始となりました｡商品券は城陽市内

365の取扱店舗（8/1現在）でご利用頂けます。 
 

■利用期間：2021/8/1(日)～10/15(金) 
 

 また､城陽市プレミアム付商品券専用サイト

では商品券取扱店舗のお店紹介を掲載して 

おりますので､是非ご覧ください｡ 
 

＼城陽市プレミアム付商品券専用サイト／ 
https://joyo-premiumticket-online.com/shop-list/ 

 

       ※取扱店舗の登録は随時受付して   

       おりますので､ご希望の方は当所 

       までお問い合わせください。 

 地元企業の雇用確保と求職者支援の場として

１年半ぶりに企業説明会を開催いたします｡ 

これまで11回の開催で､80名を超える方のマッ

チングに繋がっています｡企業説明会を活用し､

地元への就職を希望される方へ､貴社の魅力を

ＰＲしませんか｡ 

 

 ■ 開 催 日   

 ■ 会  場 文化パルク城陽 

 ■ 募集期間 8月10日(火)まで 

           【詳細：折込チラシ】  浦出 奈緒子 氏 

■ 日時  

     18:30～20:00 

■ 会場 当所 会議室 

■ 定員 10社(先着) 

■ 申込 折込チラシ裏面を 

     ご覧ください｡ 

    【詳細：折込チラシ】 

 毎年9月に開催しております会員大会ですが､

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み 

開催時期を見直すことにいたしました｡内容等が

決定次第､改めてご案内をさせていただきます｡ 

 

 ■ 開催予定  

 ■ 会    場 文化パルク城陽 

会員大会の開催について 

当所ＬＩＮＥアカウントから、補助金・協力金・セミナー等の最新情報をお知らせしています! （ＩＤ ： joyo-cci） 

 ｢JOYOスクラッチ＆クーポンわくわくセール

2021」にご参加いただきました事業所の皆様､

期間中のご対応をありがとうございました｡8月

中に当所職員｢スクラッチカード｣と｢スタンプ

ラリーチケット｣の換金に伺いますので､ご準備

をお願いいたします｡ 

 スクラッチカード → 

↓ スタンプラリーチケット 

「わくわくセール2021」換金について 

令和3年10月8日(火) 

令和4年2月中旬 

令和3年9月24日(金) 

https://sansaishi.kyoto.jp/

